
 
                                平成２７年１２月１４日 
 

 お 知 ら せ 
 
■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、島根県政記者会、出雲市政記者クラブ、 

広島県政記者クラブ、広島市政記者クラブ、福山市政記者クラブ、 

中国地方建設記者クラブ 

 

 

 

「第23回 中国地方ダム等管理フォロ－アップ委員会」の開催について 

 

 中国地方整備局では、平成８年に創設された『ダム等の管理に係るフォローア

ップ制度』に基づき、下記のとおり第23回「中国地方ダム等管理フォローアップ

委員会」を開催します。 

 

 

 ○日  時 平成27年12月25日（金）9:30～17:00（予定） 

 

 ○場  所 広島合同庁舎4号館13階9号会議室 

       広島市中区上八丁堀6-30 082－221-9231（代表） 

 

 ○主な議事 1)志津見ダム定期報告書（案）の審議 

2)志津見ダム建設事業 事後評価（案）の審議 

3)芦田川河口堰定期報告書（案）の審議 

4)高瀬堰定期報告書（案）の審議 

 

○取材についてのお願い 

取材については別紙「取材について」のとおりとさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     問 い 合 わ せ 先 

国土交通省中国地方整備局 （０８２）２２１－９２３１（代表） 

 【 担 当 】 

河川部 広域水管理官      梅田
う め だ

 敏之
としゆき

（内３５１６） 

            河川管理課 課長補佐  清水
し み ず

 信夫
の ぶ お

（内３７５６） 

【広報担当窓口】 
       

広報広聴対策官     平川
ひらかわ

 雅文
まさふみ

（内２１１７） 

企画部  
     

環境調整官  田尾
た お

 和也
かずなり

（内３１１４）  



 
 
別紙【取材について】  
 
 
 

「中国地方ダム等管理フォローアップ委員会」取材に関する  
報道機関の皆様へのお願い  

 
 フォローアップ委員会では、自然環境保護の観点から、貴重種の生息域

など公にするには適さない情報について討議されること及び委員相互の自

由闊達な意見交換を促進するため、一般の方々には、委員会傍聴をご遠慮

頂くこととしております。  
 
 
 なお、報道機関の皆様にも下記のとおり、取材においてご不便をおかけ

いたしますが、ご理解ご協力頂くようお願い申し上げます。  
 
（取材）  
1) 会場に入室する前に、受付において「報道関係者受付簿」に必要事項を記入して下

さい。  
2) 会場内においては次の事項を遵守して下さい。  
① あらかじめ用意された席で取材願います。  
② 委員会の円滑な運営を図るため、ビデオ、カメラ等の撮影は委員長挨拶までの  

間とさせていただきます。  
 
（公開・公表）  
3) 委員会の公開、資料の公表等の取り扱いについては、以下のとおりお願いします。 
① 委員会では、重要種の生育・生息場所が特定できるような事項について審議す  

ることが予想されますが、これらは報道内容に含まないよう配慮をお願いします。 
② 説明資料、記者提供用資料は配付しますが、貴重種の生息場所等は非公開とし  

ます。  
 
（その他）  
4) 委員会の円滑な進行を妨げるような行為を行わないで下さい。また、会場内では事

務局職員の指示に従って下さい。  



 
【参 考】   

 「ダム等の管理に係るフォローアップ制度」について  
 
 
１．フォローアップ制度の目的  
 ダム等の管理に係るフォローアップ制度（以下｢フォローアップ制度｣という｡）

は、フォローアップ制度の対象となるダム等について、フォローアップ調査及び

その調査結果の分析と評価を客観的・科学的に行い、ダム等の適切な管理に資す

ることを目的とする。  
 また、学識経験を有する者からなる中国地方ダム等管理フォローアップ委員会

（以下「フォローアップ委員会」という。）を設置し、フォローアップ調査及び

その調査結果の分析・評価にあたっては、同委員会の意見を聴く。  
 
２．フォローアップ制度の対象ダム等   

 ダム等の名称   水 系 名   ダム等の所在地    管理開始年  

 
  

ス ゲ サ ワ

菅 沢ダム  
 
  

ハ ジ

土師ダム  
 
  

タ カ セ ゼ キ

高  瀬堰  
 
  

サ カ ネ ゼ キ

坂  根堰  
 
 

ア シ ダ ガ ワ カ コ ウ ゼ キ

芦田川河口堰  
 
  島地川

シマヂガワ

ダム  
 
  

ヤ サ カ

弥栄ダム  
 
  

ハ ッ タ バ ラ

八田原ダム  
 
  

ヌ ク イ

温井ダム  
 
  

ト マ タ

苫田ダム  
 
  

ハ イ ヅ カ

灰 塚ダム  
 
  

シ ツ ミ

志津見ダム 
 
  

オ バ ラ

尾原ダム 

 

 殿
トノ

ダム  

 
 日 野 川  
 
 江 の 川  
 
 太 田 川  
 
 吉 井 川  
 
 芦 田 川  
 
 佐 波 川  
 
 小 瀬 川  
 
 芦 田 川  
 
 太 田 川  
 
 吉 井 川  
 
 江 の 川  
 
 斐 伊 川  
 
 斐 伊 川  
 
千 代 川 

 
 鳥取県日野郡日南町  
 
 広島県安芸高田市  
 
 広島県広島市  
 
 岡山県備前市、岡山市  
 
 広島県福山市  
 
 山口県周南市  
 
 広島県大竹市、山口県岩国市  
 
 広島県府中市、世羅郡世羅町  
 
 広島県山県郡安芸太田町  
 
 岡山県苫田郡鏡野町  
 
 広島県三次市  
 
 島根県飯石郡飯南町  
 
 島根県雲南市  
 
鳥取県鳥取市 

 
  昭和43年  
 
  昭和49年  
 
   昭和50年  
 
   昭和55年  
 
   昭和56年  
 
  昭和57年  
 
  平成３年  
 
  平成10年  
 
  平成14年  
 
  平成17年  
 
  平成19年  
 

平成23年  
 

平成24年  
 

平成 24 年 

 



 
３．フォローアップ委員会  
(１)フォローアップ委員会の委員名簿  
 別表１「中国地方ダム等管理フォローアップ委員会委員」参照。  
(２)フォローアップ委員会の構成  
 別図「中国地方ダム等管理フォローアップ委員会の構成」参照。  
 
４．フォローアップ調査の内容  
(１)フォローアップ調査項目  
 ① 治水及び利水補給の実績  
 ② 堆砂状況調査  
 ③ 水質調査  
 ④ 生物調査  
 ⑤ 水源地域動態  
 
(２)モニタリング調査  
 モニタリング調査とは、フォローアップ調査の一環として、当該調査よりも詳

細に環境変化等を分析・評価するもので、試験湛水を開始する前年度から概ね５

年間程度実施する。  
 
(３)年次報告書  
 フォローアップ制度の対象ダム等のうち、管理を開始しているダム等について

は、毎年度のフォローアップ調査の結果及びその分析をとりまとめた年次報告書

を作成する。  
 
(４)定期報告書  
 フォローアップ制度の対象ダム等について、管理開始後原則として５年（大規

模な洪水や渇水による被害が発生した場合等はその都度）ごとに過去のフォロー

アップ調査の結果を分析・評価した定期報告書をフォローアップ委員会の意見を

聴いて作成する。  
 
５．主な経緯等  
 平成８年２月 フォローアップ制度の創設及び制度の試行開始  
 平成８年８月 フォローアップ委員会を設置  
 平成14年７月 フォローアップ制度の一部改正及び制度の本格施行開始  
 平成16年３月 苫田ダムモニタリング委員会を設置  
 平成17年１月 灰塚ダムモニタリング委員会を設置  
 平成21年10月 志津見ダムモニタリング委員会を設置  
 平成20年１月 苫田ダムモニタリング委員会から意見が提出され審議を終了  
 平成21年３月 尾原ダムモニタリング委員会を設置  
 平成21年12月 灰塚ダムモニタリング委員会から意見が提出され審議を終了 

 平成22年３月 殿ダムモニタリング委員会を設置 

平成26年10月 志津見ダムモニタリング委員会から意見が提出され審議を終了 

平成27年７月 殿ダムモニタリング委員会から意見が提出され審議を終了 

平成27年10月 尾原ダムモニタリング委員会から意見が提出され審議を終了 

 

 別表２「中国地方ダム等管理フォローアップ委員会審議経緯」参照。 



【別表１】

中国地方ダム等管理フォローアップ委員会委員

（敬称略 五十音順）

氏 名 所 属 専門分野等

今 林 博道 広島大学 名誉教授 生態学
イマバヤシ ヒロミチ

大久保 賢治◎ 岡山大学大学院 環境生命科学研究科 教授 河川工学
オ オ ク ボ ケ ン ジ

河原 能久 広島大学大学院 工学研究科 教授 河川工学
カワハラ ヨシヒサ

清家 泰 島根大学大学院 総合理工学研究科 教授 水質
セ イ ケ ヤスシ

関根 雅彦 山口大学大学院 理工学研究科 教授 水質
セ キ ネ マサヒコ

鶴崎 展巨 鳥取大学 地域学部 教授 動物
ツルサキ ノ ブ オ

徳野 貞雄 一般社団法人 トクノスクール・農村研究所 社会経済
ト ク ノ サ ダ オ

代表理事（熊本大学 名誉教授）

中川 平介 広島大学 名誉教授 魚類
ナカガワ ヘイスケ

中越 信和 広島大学大学院 国際協力研究科 教授 植物
ナカゴシ ノブカズ

中 林 光生 広島女学院大学 名誉教授 鳥類
ナカバヤシ ミ ツ オ

檜 谷 治 鳥取大学大学院 工学研究科 教授 河川工学
ヒノキダニ オサム

山田 知子 比治山大学 現代文化学部 教授 社会環境
ヤ マ ダ ト モ コ

◎は、委員長



【別表２】

中国地方ダム等管理フォローアップ委員会　審議経緯

回数 年月日 審議内容等 定期報告書 事後評価

第１回 平成8年8月8日 ・設立委員会

第２回 平成9年10月24日
・分析評価項目と方法について
・評価結果について
・今後の調査について

第３回 平成11年3月2日
・管理の評価結果について
・今後の進め方について

第４回 平成12年2月7日
・管理の評価結果について
・今後の進め方について

第５回 平成13年3月22日
・管理の評価結果について
・今後の進め方について

第６回 平成14年3月26日
・委員会規約の改正について
・管理の評価結果について
・今後の進め方について

第７回 平成16年3月24日
・委員会規約の改正について
・定期報告書の審議について

・八田原ダム

第８回 平成16年12月17日 ・定期報告書の審議について ・弥栄ダム

第９回 平成17年3月17日
・定期報告書の審議について
・ダム関係事業の事後評価について

・土師ダム
・土師ダム湖活用環境
整備事業

第１０回 平成18年1月13日 ・定期報告書の審議について ・高瀬堰

第１１回 平成18年1月31日
・定期報告書の審議について
・ダム関係事業の事後評価について

・芦田川河口堰
・芦田川河口堰貯水池
水質保全事業

第１２回 平成19年1月16日
・定期報告書の審議について
・ダム関係事業の事後評価について

・島地川ダム
・土師ダム貯水池水質
保全事業

第１３回 平成19年1月30日
・定期報告書の審議について
・ダム関係事業の事後評価について

・温井ダム ・温井ダム建設事業

第１４回 平成20年3月11日 ・定期報告書の審議について
・菅沢ダム
・坂根堰

第１５回 平成21年3月19日 ・定期報告書の審議について ・八田原ダム

第１６回 平成22年3月17日
・定期報告書の審議について
・ダム関係事業の事後評価について

・苫田ダム
・土師ダム
・弥栄ダム

・苫田ダム建設事業
・弥栄ダム湖活用環境
整備事業

第１７回 平成23年2月15日 ・定期報告書の審議について
・芦田川河口堰
・高瀬堰

第１８回 平成23年10月11日
・定期報告書の審議について
・ダム関係事業の事後評価について

・灰塚ダム ・灰塚ダム建設事業

第１９回 平成24年2月7日 ・定期報告書の審議について
・温井ダム
・島地川ダム

第２０回 平成25年1月10日 ・定期報告書の審議について
・菅沢ダム
・坂根堰

第２１回 平成25年12月26日 ・定期報告書の審議について ・八田原ダム

第２２回 平成27年1月22日 ・定期報告書の審議について
・土師ダム
・弥栄ダム
・苫田ダム

第２３回 平成27年12月25日
・定期報告書の審議について
・ダム関係事業の事後評価について

・志津見ダム
・芦田川河口堰
・高瀬堰

・志津見ダム建設事業



中国地方ダム等管理フォローアップ委員会の構成

中国地方ダム等管理

フォローアップ委員会 (平成８年８月設置)

フォローアップ調査

・定期報告書の分析・評価

・課題を改善するための方向性

・フォローアップ調査

・モニタリング計画の策定
・モニタリング調査計画の内容及び調査結果
の分析・評価

モニタリング調査とは、フォローアップ調査の一環として、

一定期間にわたってフォローアップ調査よりも詳細に環
境変化などを分析・評価

尾原ダムモニタリング委員会
（平成２１年３月設置）

（平成２７年１０月審議終了）

＜個別課題検討＞

・各ダムが抱える個別課題の具体的な検討
・検討結果は、フォローアップ委員会に報告

【別 図 】

殿ダムモニタリング委員会
（平成２２年３月設置）

（平成２７年７月審議終了）
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